
（一社）全国不動産協会では、共済事業の一環として、下記のとおり給付事由に応じて共済金をお支払いして
います。加えて今年度は、新型コロナウイルス感染症に罹患された会員に対する特別見舞金（１０万円）の給
付を実施しています。 
詳細はＴＲＡのお知らせ（http://www.zenkoku-fudousan.or.jp/oshirase/20200508071906.html）及び共済制
度のページ（http://www.zenkoku-fudousan.or.jp/kyousai/）をご覧ください。 
  
 保 障 内 容 

生命共済 

18歳～77歳の会員 
会員が病気で死亡又は会員が不慮の災害で死亡のとき 100万円 
会員が高度障害になったとき 100万円 

78歳以上の会員 会員が病気で死亡又は会員が不慮の災害で死亡のとき 10万円 

入院見舞金 会員又は政令使用人が引き続き 10日以上入院したとき、年度内に 1回限り 5万円 

火災見舞金 会員の事務所又は現に自ら居住している住宅が、火災による損害を受けたとき 5万円 

会員の配偶者 
弔慰金 

会員の配偶者が死亡したときは、香典として 5万円を支給する 

※18歳～77歳の生命共済は生年月日が昭和 18年 10月 1日以前のとき（保険年齢の適用による） 
※会費を完納していないとき、支給事由が生じた時から 2年間請求がないとき、地震、噴火、津波等天災によ
るとき等、本規定による共済金が支払われない場合があります。 
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津市 土砂災害警戒区域等の指定について 

今般、津市において、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57

号）第 7条第 1項及び第 9条第 1項の規定に基づく土砂災害警戒区域等が下記のとおり指定されましたので、

重要事項説明等においてご留意願います。 

 

指定地区  ： 津市片田地区 外 

指定年月日 ： 令和 2年 10月 20日 

告示番号  ： 三重県告示第 678号、第 679号 
 

○県公報 https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000915443.pdf 

○指定区域図など http://www.pref.mie.lg.jp/HOZEN/HP/06770006284_00003.htm 

 

 ＴＲＡ共済制度・特別見舞金のご案内 

ラビーネット ｅラーニング 「ステップアップトレーニング不動産調査実務編」公開のお知らせ 

                       10月 28日、新たに「ステップアップトレーニング不動産調査実務編」がラビーネット eラーニング研修に

公開されました。不動産調査の流れを順に追って学習いただく初めて宅建業に従事する方にもわかりやすい内

容となっておりますので、ぜひご視聴ください。 

   

第 1章 不動産情報の入手と現地調査前の情報収集（32分） 
第２章 現地調査 （65分） 
第３章 法務局調査（27分） 
第４章 役所調査 （122分） 
第５章 インフラ（ライフライン）調査 （31分） 
第６章 区分所有建物（分譲マンション）調査（27分） 
第７章 現地再訪（照合調査）（6分） 


